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医療機関用
（帰国者・接触者外来設置医療機関以外）

NO

新型コロナウイルス感染症疑い患者対応フローチャート

YES

医療機関所在区の「帰国者・接触者相談センター」へ連絡
・患者の診察にあたっては、標準予防策及び飛沫感染予防策を徹底し
てください。また、患者にはサージカルマスクを着用させてください。

各区の「帰国者・接触者相談センター」連絡先

発熱または呼吸器症状がある。
＋

新型コロナウイルス感染症と確定したものと濃厚接触( 1)あり

３７．５ 以上の発熱かつ呼吸器症状がある。

NO

YES

YES NO

通常通りの診察
( 3)
標準予防策

1 濃厚接触とは

・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触（車内、飛行機内等を含む）
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性
が高いもの。

2 WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域

3 各項目に該当しなくても、感染が強く疑われる事例があれば、保健所支所に御相談ください。

発症前１４日以内に
湖北省及び浙江省( 2)に渡航または居住したもの

または

と濃厚接触したもの

令和２年２月１３日現在

健康福祉局保健所感染症対策課

電話番号
（開庁時）

休日・夜間
（守衛室）

電話番号
（開庁時）

休日・夜間
（守衛室）

川崎区 ２０１－３１８９ ２０１－３１８５ 宮前区 ８５６－３２１７ ８５６－３１１７

幸区 ５５６－６７１５ ５５６－６６３８ 多摩区 ９３５－３２１７ ９３５－３１３７

中原区 ７４４－３１０４ ７４４－３１９２ 麻生区 ９６５－５２１８ ９６５－５１７３

高津区 ８６１－３３４１ ８６１－３３５０

4



5



6



7



8


